


長崎池島炭砿坑道、トロッコ

はじめに

■近代化産業遺産は、地域経済活性化の「種」
　経済産業省においては、我が国産業の近代化の過程を雄弁に物語
る建物施設、機械装置などを「近代化産業遺産」と命名し、その歴史
文化的価値を顕在化させるとともに、地域経済を活性化させる「種」と
して活用していただくことを目的に、全国1115件の事物を「近代化産
業遺産」として大臣認定いたしました。

■近代化産業遺産を「商業観光資源」として活用
　本書は、経済産業省が (財 )日本立地センターに委託実施した近代
化産業遺産活用事例調査研究によって得られた知見を基に、主に各近
代化産業遺産所有者及び地元自治体関係者等における利用を念頭に
おいて、近代化産業遺産を「商業的観光資源」として活用する際の留
意点及び具体方策等を取り纏めたものです。
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NTTワールドエンジニアリングマリン資料館（外観）

端島（軍艦島）（長崎県長崎市）

第1章
近代化産業遺産の活用現状

　近代化産業遺産については、既に観光施設や博物館等に活用され、地域経済の
活性化に貢献している事例がある一方で、具体的活用構想や活用意思が不定である
場合も多く見られます。
　このため本章では、関係者における近代化産業遺産の具体的活用構想立案に資
するため、既に近代化産業遺産を有効活用している先行事例等を紹介します。
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近代化産業遺産のアンケート結果（1115遺産）
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1. 近代化産業遺産の活用状況
■近代化産業遺産の活用現状
近代化産業遺産所有者等を対象として、平成21年12月に実施したアンケート調査結果に

よれば、近代化産業遺産（1115件）のうち480 遺産（43％）について「活用している」との結果
を得た。
一方、「活用したいが構想がない」、「活用の明確な考えがない」、「全く考えていない」、「未記入」

とする回答も、53.6％を占めており、これらの活用に向けて手法などの情報の提供が求めら
れている。なお、参考までに有効回答704遺産の活用状況を下の図にまとめた。
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また、近代化産業遺産の活用方法としては、「博物館展示施設」
「観光・商業的施設」に活用しているケースが群を抜けて多い。
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長崎造船歴史博物館：三菱重工の造船の歴史を展示

小坂鉱山事務所（移築）（秋田県鹿角郡小坂町）

■企業ＰＲ施設（企業歴史博物館）として活用　
近代化産業遺産に認定された建屋施設や機械、製品な

どが、所有企業の成長発展の過程を物語るものである場合、
当該所有企業自身において、近代化産業遺産等を一堂に集
めた「企業ミュージアム（企業歴史博物館）」を開設し、当該
企業ＰＲを主目的として、原則無料にて一般公開している事
例がある。
なお、ミュージアム開設の主目的が当該企業ＰＲにあると

しても、当該ミュージアムへの来場者による地域経済への波
及効果も一定程度期待できるところである。

■商業的観光集客を目的とした資源（有料観光施設）として活用
近代化産業遺産に認定された建屋施設や機械、製品などを、近代化産業遺産所有者（企業、自治体等）に

おいて商業的観光集客を目的とした資源（有料観光施設。商業的観光集客を主目的とした企業ミュージアムを
含む。）として活用している事例がある。

2. 近代化産業遺産の活用事例
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島根県出雲市：映画のロケで使用された一畑電車㈱出雲大社前駅北海道上砂川町：実験棟として炭坑跡を
転用活用された、実験センター

兵庫県州本市アルチザンスクウェア：レンガ造りの旧紡績工場を、
地場産業における新たな技術創造の拠点として再生。

愛媛県別子銅山の小学生社会科見学

横浜市開港記念会館：横浜市関内に公会堂として建築された
歴史的建造物。今も会議室、研修施設として活用
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■地元自治体等による活用
⑴地域住民等を対象としたコミュニティー型施設に転用
地元自治体等において、近代化産業遺産に認定された建

屋施設の内部等を改修し、地域住民の研修施設や集会場
等の地域コミュニティーの場として開放提供している事例が
ある。
なお、この活用形態においては、地元自治体等による継

続的財政支援を必要とする場合が多い。

⑵子ども等を対象とした教育・学習体験施設として利用
地元自治体等において、近代化産業遺産を、地域の産業

文化の歴史を学ぶ素材として、児童や学生の社会科学習等
に利用している事例がある。
なお、この活用形態においては、地元自治体等による継

続的財政支援を必要とする場合が多い。

⑶技術・技能の伝承施設等に転用
地元自治体等において、近代化産業遺産に認定された建

屋施設の内部等を改修し、新事業育成や技術伝承などの場
として提供している事例がある。 

■その他（例えば坑道を活用した科学実験施設、映画・テ
レビのロケ地など）
施設の構造が科学実験等に適している場合、実験施設と

して活用された事例がある。
また、近代化産業遺産は、昔日の景観を現在に残すもの

であり、ビジュアル的に個性があるものも多いため、映画や
テレビのロケ地として活用された事例がある。
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ニッカウィスキー余市蒸留所　※1

第2章 
「近代化産業遺産」を我が街の「商業的
観光資源」にする

　近代化産業遺産を「商業的観光資源」として活用することにより、地域における新たな集客が生まれ、地
元の飲食・物販店、交通機関や宿泊施設等に大きな経済効果をもたらすだけでなく、地域や所有企業等の
認知度向上にもつながるなど、地域の活性化に大きく貢献すると期待されます。
　このため本章では、近代化産業遺産を「商業的観光資源」とするにあたって検討すべき事項等を整理ご紹
介します。

⑴全ての始まりは近代化産業遺産所有者自身の発意から
近代化産業遺産の商業観光資源化の検討は、先ずは当

該遺産所有者が地元自治体（市町村等）の観光担当課に相
談を持ちかけることから始まる。
（なお、地方自治体において、近代化産業遺産を商業的
観光資源とすることにより地域活性化を図る意向がある場
合には、逆に自治体側から所有者に活用を働きかけても良
い。）

近代化産業遺産を商業観光資源化することは、当該遺産
所有者にとって、遊休化した当該施設等を、逆に収益を生み
だす有用資産に転換することができるというメリットがある。
また、当該遺産所有者（企業）の認知度向上にもつながる。

⑵地元自治体は活用のコーディネーター
所有者から相談を受けた地元自治体は、所有者（※2）、地元観光協会及び商工会議所等の関係者に働きか

けて、当該自治体を含む関係者が一堂に会する「場」を設定し、近代化産業遺産を「商業的観光資源」として活
用するための具体的方策・事業計画について、関係者による相談協議を開始。

近代化産業遺産の商業観光資源化を図ることは、当該地域に観光に関連するビジネスチャンス・雇用の創出
が促進され、地域の活性化につながるというメリットがあることから、地元自治体にとっても、取り組むに値す
る施策の一つである。

１. 活用検討主体

⑴活用の全体像・基本コンセプトを決める
まず初めに、近代化産業遺産をどの様に活用するかということについて、全体像を作成する。活用する主体、

資金面や人員配置、ガイドの養成配置、安全面の確保など、一連の基本的なコンセプトを検討する。
また、活用する上では、事業採算性の確保が必須である。そのための主な方法を以下に示す。

・主として近代化産業遺産自体の「見学料、入場料」収益をもって事業採算性を確保する方法
・主として近代化産業遺産に係る「土産物・記念グッズ等の物品販売」収益をもって事業採算性を確保する方法
・主として近代化産業遺産に附帯設置した「料飲食店の売り上げ」収益をもって事業採算性を確保する方法

2. 所要検討事項
近代化産業遺産を商業観光資源として活用するにあたり、具体的に検討すべき事項について、以下に順を追って示す。

※1　ニッカウヰスキー余市蒸留所：工場内に現役の蒸留
施設を観光として活用。ウイスキーの歴史や製造方法など
の資料を展示した「ウイスキー博物館」、レストランやティー
ルーム、原酒直売所などもある。
※ 2　当該相談者の他、近傍に所在する他の近代化産業
遺産所有者がいる場合には、必要に応じその者も含む。
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富岡製糸場を説明する「ガイド」

常磐炭坑を語る「語り部」

⑵活用主体（主たる事業資金負担者）を決める
近代化産業遺産を「商業的観光資源」として活用する事業において、その事業資金を負担すべきは、原則とし

て当該事業実施によって収益を得ることが見込まれる者ということになろう。
即ち、「見学料・入場料収益」、「土産物・記念グッズ等の物品販売収益」又は「料飲食店の売り上げ収益」を

得る者などである。

⑶事業資金調達方法等の検討
近代化産業遺産を「商業的観光資源」として活用する事業計画においては、当該事業に要する資金規模（所要

金額）及びその調達方法等も検討決定する必要がある。当該調達方法は多様であろうが、主なものを掲げれば
次のとおりである。

・事業実施によって収益を得ることが見込まれる事業者の「自己資金」を充当
・事業実施によって収益を得ることが見込まれる事業者における「借入金」を充当

上記事業資金借入先としては、市中銀行の他に、日本政策金融公庫等の政策的金融機関もあり、当該融資
メニューのうち、「新事業活動促進資金融資」、「企業活力強化資金融資」、「地域活性化・雇用促進資金融資」
については、本件の如き近代化産業遺産の商業的観光資源化事業も対象となる可能性がある。
また、国（観光庁など）や地方自治体の補助金制度に馴染む事業内容である場合には、その活用も検討すべ

きである。
なお、近代化産業遺産が「商業的観光資源」となることにより反射的利益を享受できることとなる事業者（市

内料飲食店、観光関連物品製造販売業者、宿泊休憩施設、交通関係事業者等）等に資金協力を求めることも
一方策として検討に値しよう。

H E R I TAGE OF I N DU ST R I A L  MODE R N I Z AT ION

⑷その他の検討事項

①ソフト面における環境整備
近代化産業遺産の観光においては、観光客は単純な景

観を眺めて満足するものではないため、観光客が地域産業
発展の過程や当該遺産の詳細を理解できるように、語り部・
ガイドなどの案内人を配置することが重要である。

■語り部・ガイドの役割
観光客により大きな満足度を与えるためには、語り部・

ガイドは、地域産業発展の過程や当該近代化産業遺産の解
説だけに留まらず、地域の魅力を伝えるエンターテイナーと
しての役割も併せ持つことが望ましい。
そのため、近代化産業遺産の知識はもちろんのこと、地

域の歴史、文化、食べ物、観光など様々な地域の魅力につい
て深い知識と豊かな経験をもつ人材を養成する必要がある。
また、 語り部・ガイドは、参加者の安全確保、交通案内、

トイレなどの見学経路に係る誘導や、参加者のニーズを探り、
それにいかに応えるか等の役割も担っている。
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近代化産業遺産ガイド養成風景

■語り部・ガイドの養成と養成システムの構築について
・人材養成を行う前に
人材養成を行う上では、まずは誰が語り部・ガイドにな

りえるかということについて検討する。
最有力候補は、当該近代化産業遺産に係る産業・企業の

元従業員、当該近代化産業遺産の保存・活用に関する（あ
るいは興味のある個人）任意団体構成員等、そして地域（地
元）の方々である。
特に、地域の方々から語り部・ガイド希望者を集めるた

めには、当該近代化産業遺産を知ってもらい、価値を再認
識してもらうことが大切である。そのためには、地域におい

・人材養成及び養成研修のポイント
　人材養成研修を行う上では、次のような項目をカリキュラムに取り入れることが望ましい。

ア. 地域における近代化産業遺産の把握
最も初歩の段階として、地域にどのような近代化産業遺産があるのか現状把握をする。

イ. 地域の産業発展の歴史と当該遺産の関係、当該遺産の詳細について
地域の産業発展の過程・歴史と、その中で当該近代化産業遺産がどのような役割を果たして
きたのかということについて把握するとともに、当該遺産の詳細を覚える。

ウ. 地域のその他（観光）資源・イベント・特産物等について　　　　　　　
地域の魅力を伝えるためには、近代化産業遺産のみならず、地域におけるその他の（観光）資源
や特産物等、イベント等についても把握している必要があり、それらを網羅的に把握すること
が望ましい。

エ . 現地における確認
学んだことの現地確認をするとともに、参加者目線で見てみることによって、新たな発見・疑
問等が出てくることも考えられる。

オ. 接客マナーその他

て当該近代化産業遺産に足を運んでもらえるような機会を開催（イベント等）するなど、地域の方々が頻繁に当
該事物について目や耳にする機会を創っていく。

・人材養成事業の実施主体
近代化産業遺産の観光における語り部・ガイドの人材を養成するには、希望者を募り、知識を深めるための

研修会を開催することが必要である。
人材養成および研修会の開催は、一般的に自治体、NPO法人、所有者が企業である場合は当該企業自身

が事業主体となるケースが多い。特に、自治体がガイド養成のための研修会を開催し、一定の成績を修めた者
にガイド又はボランティアガイドとして従事してもらうケースが多くみられる。
研修の開催には、知識のある講師、開催資金、開催場所等が必要になるが、当該遺産の保存や活用に係る

NPO法人が講師を紹介し、資金面を自治体が負担するなど、お互いの強みを出し合って連携を図ることも有
効である。

8



兵庫県銀の馬車道コース案内看板

JR門司港駅（福岡県北九州市門司区）
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②ハード面における環境整備

観光客の受け入れに際しては、安全面の担保が最低限必要であることは言うまでもないが、より多くの集客
を図るためには、このことに加え、観光客が当該近代化産業遺産のことを理解しやすくする工夫や不便を感じ
ることが無いようにする工夫が必要である。具体的には、次のような項目について整備検討をする。　

■安全確保にあたって
当該近代化産業遺産が危険な場所に立地している場合や施設に耐震上の問題がある場合には、第一に観光

客の安全を確保するための整備をする。安全性が担保されない場合には、防護柵や危険箇所であることの表
示の設置、危険箇所への立ち入りを規制するなどの措置を講じる。
出来るだけ立入禁止等の非公開場所は少ない方が良いが、活用の初期段階で危険箇所の整備を行うことが

資金的に難しい場合には、当初は限られた安全なスペースのみを見学対象とし、２. ⑴に記したような事業採
算性確保のための収入がある程度得られた段階で、順次危険箇所の整備を進めていっても良い。

■駐車場や情報系の整備（看板・サイン等）
語り部やガイドが不在の時に近代化産業遺産の見学に訪

れる観光客は、それがどのような事物かわからないまま見
学を終えてしまう可能性が高い。語り部やガイドの不在時
においても、観光客の当該遺産に対する理解を助けるため、
地域産業の発展の歴史や当該遺産の概要がわかるような紹
介（説明）看板を、見学スポットに設置する。
また、観光客が不便を感じることが無いようにするため、

駐車場の整備、近代化産業遺産の場所・方向・見学順路等
を示す標識、緊急時の避難口を示す案内板等の整備を行う。

■二次交通の整備と周知
近代化産業遺産は、一般的に駅から遠いため、観光客

が不便を感じることが無いよう、最寄り駅等からの交通手
段の整備・検討及び周知を図る。
具体的には、最寄り駅からの公共交通バス等が無い場合

は、地元自治体等と運行の相談協議を行う。運行が難しい
場合を想定し、並行してレンタカーや貸し自転車の設置につ
いても相談協議を行うと良い。
公共交通バスがある場合には、その発着時刻とともに、

駅構内などの分かりやすい場所に案内板を設置する。

9



富山県立山町の近代化産業遺産近くの公園トイレ

兵庫県朝来市：「史跡生野銀山観光坑道」に設置されたベンチ

鹿児島県伊佐市の曽木第二発電所のライトアップ

■照明系設備の整備
観光客の受け入れは、夜間にまでおよぶケースも想定さ

れる。その場合は、視認性のみならず、安全確保の観点か
らも、道路照明、街路照明等を施す。
一方で、近代化産業遺産を演出するための照明・ライトアッ

プも、集客向上と人々に印象を残らせるために有効であり、
適宜行う。

■休息系設備の整備
鉱山、炭坑跡などの山間地にある近代化産業遺産には、休息場所が存在しない場合が多い。気象条件の悪

い場合等の対策として、雨よけ、日除けのできる場所を確保する。

■衛生面の整備
多数の観光客を想定していないような場所・施設には、トイレが無いケースがみ

られ、不便を感じる場合がある。
観光客の利便性を高めるため、トイレ・手洗いといった衛生面の整備も行う。
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②リピーターの確保
観光資源としての質や魅力を高め、リピーターを確保するためには、見学後（ツアー終了後）に、アンケー

ト等で近代化産業遺産の魅力や伝えたいメッセージが伝わったかを確認するとともに、要望などの意見を伺
い、次回に反映させていくことが重要である。
また、当該遺産のファンになってもらうため、あるいは保存・活用に対する気持ちを持ってもらうために、会

員組織を設置して、定期的にメールマガジン、情報誌の発行をすることも有効である。 

③モニターツアー
観光ルート等を新しく立ち上げる場合に、一般的によく行われる。旅行会社の企画担当者、メディア関係者、

一般消費者、地元住民などを対象にモニターツアーを行うことで、ルート上の意外な盲点などが明らかになり、
参加者の意見や感想を集約・検討することで、定期開催に向けて改善・熟成ができる。地域におけるイベン
ト等の開催時に、その一環として行うことで、観光ＰＲにも有効である。

⑸プロモーション計画の検討
近代化産業遺産の観光ルートの参加ターゲットは、時間的にゆとりのある定年後の世代、一般社会人、大

学生、小・中・高の社会見学等が主であるケースが多い。集客促進を図るためには、それらターゲットに訴え
かけるような効果的なPR手法を検討する必要がある。

①近代化産業遺産を巡る観光ルートの集客方法
観光ルートをPRする上で、大手の広告代理店やテレビ、新聞広告などを活用すれば全国的な周知を図るこ

とができるが、資金面での負担が大きい。資金面での負担が少なく、かつ効果的にPRできる手法についても
検討する必要がある。例えば、地元の自治体や商工会議所、観光関連団体等と連携して、観光や地域資源な
どの「地域の魅力」を伝えるイベントを開催することも有効な手法の一つである。以下に、主なプロモーション
手法を示す。

［主なプロモーション手法］
●インターネットのホームページ作成
画像も多く取り入れ、見る側の興味を誘うとともに、実際に足を運んでみたいと思わせる工夫が
必要である。そのためには、当該近代化産業遺産の概要紹介に留まらず、歴史経緯にも触れて
おきたい。興味を持つきっかけになるだけでなく、実際に足を運んで理解を深める上でも、事前
にある程度の知識を身につけてもらう必要があるからである。
●募集用のパンフレットの作成
視覚的に訴えるような工夫が重要である。そのためには、何が売りなのかを端的にかつわかりや
すく表示し、手に取った人がイメージしやすいように画像も取り入れる必要がある。また、駅や
観光案内所、地域の他の観光施設など、潜在的な観光客が訪れる場所に設置すると有効である。
●地域観光情報（イベント情報）誌の活用
●自治体、各地の観光協会、商工会議所等との連携（イベント開催・広報、雑誌・ホームページ等
への掲載等）
　近年、ご当地ものが人気を博しているように、自治体や地元の観光関連団体、商工会議所等と
連携し、イベント等を開催して、「地域の魅力」の一つとしてPRすることも有効である。
●インターネット上でチケット手配ができる事業者や、カーナビを使った情報発信事業者などの活用
　近年、全国的な会員組織等に成長しているため、全国規模の情報発信が可能になる他、当該事
業者を通じて参加した観光客にとっても情報収集が容易になるため、リピーターも確保しやすい。
●新聞やテレビ等のマスメディアの利用
●旅行雑誌の活用
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⑴近代化産業遺産活用の基本コンセプトと観光ルートの構成
近代化産業遺産を組み込んだ観光ルートを設定する上では、当該遺産の持つ価値と要素を認識し、テー

マやストーリー（物語）の基本コンセプトを整理する必要がある。そのためには、当該遺産の活用の可能性や
テーマなど内部環境分析や当該遺産が外部からどの様に観られているのかの外部価値分析を行い、近代化
産業遺産のアウトラインを理解して、基本コンセプトを確立する。
また、活用単位やルート構成・エリア（地理的範囲）についても検討する必要がある。そのためには、近隣

地域にどのような近代化産業遺産や観光資源が分布しているのか、関連性のある近代化産業遺産はどこに分
布しているのかについて確認しておくべきである。

①対象資源の単体活用
対象となる近代化産業遺産を単体で活用する。
（例：Ａ市の鉄道関連遺産を、鉄道博物館として活用　等）

②地域内や近隣の他資源との複合（面的）活用
対象となる近代化産業遺産を、地域内もしくは近隣の他の近代化産業遺産等と組み合わせ

　て活用する。
（例：Ａ市内の製糸関連遺産Ｂ・Ｃを用いた観光コースとして活用　等）

③他資源との広域的なネットワーク型活用
対象となる近代化産業遺産について、他の地域の近代化産業遺産等と広域的に連携して活

　用する。
（例：Ａ県の炭鉱関連遺産と、Ｂ県の炭鉱関連遺産との広域連携　等）

⑵観光ルート設定
観光ルート設定は、基本コンセプトとルート構成により、テーマに沿ったストーリー（物語）を組み立て、

観光ルートで伝えたいメッセージや話題性、さらには観光客の年齢層、職業や属性、団体・個人等のターゲッ
ト客層、公共交通、自家用車利用などの交通条件等を総合的に評価検討して設定する。
その際には、近代化産業遺産だけではなく、他の観光資源（見学可能な先端産業の工場や地域の食文化

など）をルートに組み込む可能性も考慮する。地域の観光資源を如何に組み合わせ、観光ルートの魅力を高
めるかがポイントとなる。

第3章 
［参考事例］近代化産業遺産を観光資源
とした観光ルート

　本章においては、近代化産業遺産を組み込んだ観光ルートを参考紹介します。
　まず、当該ルートを設定するには、観光テーマ（ストーリー）の設定とシナリオ、ガイドの配置など、一連
の行程を作成する必要があります。また、より印象深いルート設定をするには、ルートの骨格、ルートを
通じて貫かれる都市の発展と固有の地域文化や生活スタイル等、産業・技術と都市・文化を包含する総合
的視点が求められるところです。
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近代化産業遺産を組み込んだ観光ルートのモデルルートを、参考事例として設定検討した。
各地域ブロックにおけるモデルルート例（8ブロック全国16 事例）を次ページから紹介する。

⑶近代化産業遺産を組み込んだ観光モデルルート

H E R I TAGE OF I N DU ST R I A L  MODE R N I Z AT ION
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第4章
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